
目

次

規

則

○
青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
一

○
青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
qqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

告

示

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
休
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（
健
康
福
祉

政

策

課
）
…
二

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
二

○
生
活
保
護
法
に
よ
る
指
定
介
護
機
関
の
再
開
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
介
護
機
関
の
指
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
休
止
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中

国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
に

よ
る
指
定
介
護
機
関
の
再
開
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
四

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
に
よ
る
指
定
医
の
指

定
の
辞
退
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
保
健
衛
生
課
）
…
五

○
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
五

○
特
定
行
為
業
務
の
登
録
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
家
畜
人
工
授
精
講
習
会
の
開
催
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
畜

産

課
）
…
六

○
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定
の
な
い
区
域
内
の
建
築
物

に
係
る
数
値
の
指
定
の
一
部
改
正
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
建
築
住
宅
課
）
…
六

選
挙
管
理
委
員
会

○
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分
の
一
の

数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は

そ
の
四
十
万
を
超
え
る
数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万

に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
、
そ
の
総
数

が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に

八
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た

数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た
数
）（
事

務

局
）
…
六

監
査
委
員

○
監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
七

正

誤

○
平
成
二
十
八
年
四
月
二
十
五
日
号
外
第
四
十
七
号
、
令
和
元
年
五
月

十
日
号
外
第
六
号
及
び
令
和
二
年
五
月
十
五
日
号
外
第
五
十
八
号
海

区
漁
業
調
整
委
員
会
中
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
海
区
漁
業

調
整
委
員
会

事

務

局
）
…
七

規

則

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
四
号

青
森
県
県
営
住
宅
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
報
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第
二
百
十
号

令
和
二
年九

月
十
八
日

（
金
曜
日
）



青
森
県
県
営
住
宅
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
二
月
青
森
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

別
表
第
一
小
柳
団
地
の
項
中
「
三
百
十
七
戸
」
を
「
二
百
二
十
九
戸
」
に
、
「
広
場
」
を
「
集
会

所
、
広
場
」
に
改
め
る
。

別
表
第
二
中

「

」

を「

」

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

青
森
県
規
則
第
四
十
五
号

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
建
築
基
準
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
六
年
二
月
青
森
県
規
則
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
七
条
第
十
七
号
中
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

青
森
県
告
示
第
七
百
四
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

休

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
フ

レ
デ
ィ
吉
祥

会

弘
前
市
大
字
百
石

町
四
七
の
一

訪
問
看
護
フ
レ
デ
ィ
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
徒
町

一
六
の
一
第
八
狩

野
弘
前
ビ
ル
二
〇

五

平
成
二九･一〇･二〇

青
森
県
告
示
第
七
百
五
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

休

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

（ ）2青 森 県 報 第210号令和２年９月18日 金曜日

小
柳
団
地

駐
車
区
画
Ａ

二
千
三
百
円

駐
車
区
画
Ｂ

二
千
三
百
円

駐
車
区
画
Ｃ

二
千
六
百
円

小
柳
団
地

二
千
六
百
円



株
式
会
社
フ

レ
デ
ィ
吉
祥

会

弘
前
市
大
字
百
石

町
四
七
の
一

介
護
予
防

訪
問
看
護
フ
レ
デ
ィ
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
徒
町

一
六
の
一
第
八
狩

野
弘
前
ビ
ル
二
〇

五

平
成
二九･一〇･二〇

青
森
県
告
示
第
七
百
六
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

再

開

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
フ
レ

デ
ィ
吉
祥
会

弘
前
市
大
字
百

石
町
四
七
の
一
訪
問
看
護
フ
レ
デ
ィ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
百

石
町
四
七
の
一
令
和二･
六･
一

青
森
県
告
示
第
七
百
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ

た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

再

開

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
フ
レ

デ
ィ
吉
祥
会

弘
前
市
大
字
百

石
町
四
七
の
一
介
護
予
防

訪
問
看
護
フ
レ
デ
ィ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
百

石
町
四
七
の
一
令
和二･
六･
一

青
森
県
告
示
第
七
百
八
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
居
宅
介
護
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
佐
藤

器
機

弘
前
市
大
字
安

原
三
丁
目
八
の

一

居
宅
療
養

管
理
指
導
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

中
央
薬
局

弘
前
市
大
字
扇

町
一
丁
目
一
の

三

令
和二･
六･
一

青
森
県
告
示
第
七
百
九
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
介
護
支
援
給
付
の
た
め

の
介
護
予
防
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活
保
護
法
第
五
十

五
条
の
三
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。
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令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

指

定

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
佐
藤

器
機

弘
前
市
大
字
安

原
三
丁
目
八
の

一

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導
ア
ル
カ
デ
ィ
ア

中
央
薬
局

弘
前
市
大
字
扇

町
一
丁
目
一
の

三

令
和二･
六･
一

青
森
県
告
示
第
七
百
十
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

休

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
フ

レ
デ
ィ
吉
祥

会

弘
前
市
大
字
百
石

町
四
七
の
一

訪
問
看
護
フ
レ
デ
ィ
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
徒
町

一
六
の
一
第
八
狩

野
弘
前
ビ
ル
二
〇

五

平
成
二九･一〇･二〇

青
森
県
告
示
第
七
百
十
一
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
休
止
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

休

止

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
フ

レ
デ
ィ
吉
祥

会

弘
前
市
大
字
百
石

町
四
七
の
一

介
護
予
防

訪
問
看
護
フ
レ
デ
ィ
訪

問
看
護
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
徒
町

一
六
の
一
第
八
狩

野
弘
前
ビ
ル
二
〇

五

平
成
二九･一〇･二〇

青
森
県
告
示
第
七
百
十
二
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

居
宅
介
護
事
業
者

居
宅
介
護

事
業
の
種

類

居
宅
介
護
事
業
所

再

開

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地
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株
式
会
社
フ
レ

デ
ィ
吉
祥
会

弘
前
市
大
字
百

石
町
四
七
の
一
訪
問
看
護
フ
レ
デ
ィ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
百

石
町
四
七
の
一
令
和二･
六･
一

青
森
県
告
示
第
七
百
十
三
号

中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配

偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ

の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
。
以
下
「
例
に
よ

る
生
活
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
十
条
の
二

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
介
護
機
関
か
ら
再
開
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
例
に
よ
る
生
活

保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

介
護
予
防
事
業
者

介
護
予
防

事
業
の
種

類

介
護
予
防
事
業
所

再

開

年
月
日

名

称
主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

名

称
所

在

地

株
式
会
社
フ
レ

デ
ィ
吉
祥
会

弘
前
市
大
字
百

石
町
四
七
の
一
介
護
予
防

訪
問
看
護
フ
レ
デ
ィ
訪
問

看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

弘
前
市
大
字
百

石
町
四
七
の
一
令
和二･
六･
一

青
森
県
告
示
第
七
百
十
四
号

難
病
の
患
者
に
対
す
る
医
療
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
厚
生
労
働
省
令
第
百

二
十
一
号
）
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
指
定
医
が
そ
の
指
定
を
辞
退
し
た
の
で
、
同

令
第
二
十
一
条
第
三
号
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

指
定
医
の

区

分
氏

名

主
と
し
て
指
定
難
病
の
診
断

を
行
う
医
療
機
関

担
当
す
る

診
療
科
名

指
定
辞
退

年
月
日

名

称
所

在

地

難
病
指
定

医

三
浦

孝
雄
医
療
法
人
整

友
会
弘
前
記

念
病
院

弘
前
市
大
字
境
関

字
西
田
五
九
の
一
リ
ウ
マ
チ
科

令
和二･
七･二〇

青
森
県
告
示
第
七
百
十
五
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
第
四
十
八
条
の
三
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
喀
痰
吸
引
等
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第

一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地

〇二一五〇〇

一三八

令
和二･
九･
九
合
同
会
社

オ
ウ
ル

八
戸
市
江

陽
一
丁
目

三
の
一
六

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ふ

く
ろ
う

八
戸
市
江

陽
一
丁
目

三
の
一
六
令
和二･
九･
九
訪
問
介
護

青
森
県
告
示
第
七
百
十
六
号

社
会
福
祉
士
及
び
介
護
福
祉
士
法
（
昭
和
六
十
二
年
法
律
第
三
十
号
）
附
則
第
二
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
特
定
行
為
業
務
の
登
録
を
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
四
十
八
条
の
八
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

登

録

番

号
登

録

年
月
日
氏
名
又
は

名

称
住

所

事

業

所

業
務
開
始

予

定

年
月
日
備

考

名

称
所
在
地
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〇二一〇〇一

二九八

令
和二･
九･
九
合
同
会
社

オ
ウ
ル

八
戸
市
江

陽
一
丁
目

三
の
一
六

ヘ
ル
パ
ー

ス
テ
ー

シ
ョ
ン
ふ

く
ろ
う

八
戸
市
江

陽
一
丁
目

三
の
一
六
令
和二･
九･
九
訪
問
介
護

青
森
県
告
示
第
七
百
十
七
号

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
家
畜

人
工
授
精
に
関
す
る
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
の
で
、
青
森
県
家
畜
人
工
授
精
講
習
会
等
開

催
要
綱
（
昭
和
五
十
六
年
十
二
月
青
森
県
告
示
第
千
五
十
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告

示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

一

開
催
期
間

令
和
二
年
十
一
月
四
日
か
ら
同
月
二
十
日
ま
で
（
土
曜
日
及
び
日
曜
日
を
除
く
。
）

二

開
催
場
所

青
森
県
営
農
大
学
校
（
上
北
郡
七
戸
町
）

三

講
習
人
員

六
人
。
た
だ
し
、
青
森
県
営
農
大
学
校
在
学
生
又
は
卒
業
生
に
限
る
。

四

対
象
家
畜

牛

五

受
講
申
請
手
続

受
講
希
望
者
は
、
受
講
願
書
に
関
係
書
類
を
添
え
て
令
和
二
年
十
月
十
四
日
ま
で
に
所
管
の
地

域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
長
に
提
出
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他

１

受
講
願
書
の
用
紙
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
及
び
各
地
域
県
民
局
地
域
農
林
水
産
部

家
畜
保
健
衛
生
所
で
交
付
す
る
。

２

そ
の
他
詳
細
に
つ
い
て
は
、
青
森
県
農
林
水
産
部
畜
産
課
又
は
所
管
の
地
域
県
民
局
地
域
農

林
水
産
部
家
畜
保
健
衛
生
所
に
問
い
合
わ
せ
る
こ
と
。

青
森
県
告
示
第
七
百
十
八
号

平
成
十
六
年
二
月
二
十
三
日
青
森
県
告
示
第
百
十
号
（
都
市
計
画
区
域
の
う
ち
用
途
地
域
の
指
定

の
な
い
区
域
内
の
建
築
物
に
係
る
数
値
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
知
事

三

村

申

吾

「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
七
号
」
を
「
第
五
十
二
条
第
一
項
第
八
号
」
に
改
め
る
。

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
四
十
一
号

令
和
二
年
九
月
一
日
現
在
に
お
け
る
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数
及
び
三
分

の
一
の
数
（
そ
の
総
数
が
四
十
万
を
超
え
八
十
万
以
下
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
四
十
万
を
超
え
る

数
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
を
合
算
し
て
得
た

数
、
そ
の
総
数
が
八
十
万
を
超
え
る
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の
八
十
万
を
超
え
る
数
に
八
分
の
一
を
乗

じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
六
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と
四
十
万
に
三
分
の
一
を
乗
じ
て
得
た
数
と

を
合
算
し
て
得
た
数
）
を
、
地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
七
十
四
条
第
五

項
並
び
に
こ
れ
を
準
用
す
る
同
法
第
七
十
五
条
第
六
項
、
第
七
十
六
条
第
四
項
、
第
八
十
条
第
四

項
、
第
八
十
一
条
第
二
項
及
び
第
八
十
六
条
第
四
項
（
地
方
教
育
行
政
の
組
織
及
び
運
営
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
六
十
二
号
）
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
九
月
十
八
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

柿

崎

光

顯

一

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
五
十
分
の
一
の
数

二
一
、
八
六
三

人

二

県
議
会
議
員
及
び
県
知
事
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数

二
三
六
、
六
四
〇

人

三

県
議
会
議
員
の
各
選
挙
区
の
選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数
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東
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
五
五
〇

人

西
津
軽
郡
選
挙
区

五
、
二
七
五

人

南
津
軽
郡
選
挙
区

六
、
四
七
四

人

北
津
軽
郡
選
挙
区

七
、
五
五
四

人

上
北
郡
選
挙
区

二
七
、
四
一
六

人

三
戸
郡
選
挙
区

一
九
、
二
〇
二

人

青
森
市
選
挙
区

八
〇
、
二
〇
九

人

弘
前
市
選
挙
区

四
九
、
〇
二
〇

人

八
戸
市
選
挙
区

六
四
、
三
〇
七

人

黒
石
市
選
挙
区

九
、
五
〇
〇

人

五
所
川
原
市
選
挙
区

一
八
、
八
二
〇

人

十
和
田
市
選
挙
区

一
七
、
三
二
一

人

三
沢
市
選
挙
区

一
一
、
一
六
三

人

む
つ
市
選
挙
区

二
〇
、
六
二
五

人

つ
が
る
市
選
挙
区

九
、
二
六
一

人

平
川
市
選
挙
区

一
一
、
六
七
九

人

監

査

委

員

監
査
結
果
に
対
す
る
措
置
の
公
表

令
和
２
年
７
月
22日

付
け
青
森
県
報
第
186号

で
公
表
し
た
監
査
の
結
果
に
つ
い
て
、
地
方
自
治

法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
199条

第
14項

の
規
定
に
基
づ
き
、
青
森
県
知
事
か
ら
措
置
を
講

じ
た
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

令
和
２
年
９
月
18日

青
森
県
監
査
委
員

須
藤
光
昭

青
森
県
監
査
委
員

川
嶋
由
紀
子

青
森
県
監
査
委
員

寺
田
達
也

青
森
県
監
査
委
員

花
田
栄
介

監
査
箇
所
名

監
査
結
果

措
置
の
内
容

エ
ネ
ル
ギ
ー
開
発
振
興
課

青
森
県
量
子
科
学
セ

ン
タ
ー
に
係
る
指
定
管

理
者
に
対
す
る
指
導
監

督
が
適
切
に
行
わ
れ
て

い
な
い
。

指
定
管
理
者
に
対
し
、
月
例
会
議

で
の
年
度
事
業
計
画
書
の
進
捗
状
況

等
の
報
告
を
指
示
し
、
管
理
運
営
・

各
種
手
続
等
が
適
正
か
を
随
時
確
認

す
る
と
と
も
に
、
内
部
統
制
に
関
す

る
規
程
の
作
成
等
に
つ
い
て
指
導
・

助
言
し
、
継
続
的
な
内
部
統
制
体
制

の
整
備
・
充
実
を
図
っ
た
上
で
、
指

定
管
理
者
と
緊
密
に
連
携
し
、
適
正

な
施
設
運
営
を
行
っ
て
い
く
こ
と
と

し
た
。

正

誤

（ ）7 青 森 県 報 第210号令和２年９月18日 金曜日

海
区
漁
業
調
整
委
員
会
事
務
局

発
行
年
月
日

発
行
番
号

区

分

番

号

ペ
ー
ジ

段

行

誤

正

平
成
二八･
四･二五

号
外
第
四
七
号

東
部
海
区
漁

業
調
整
委
員

会
公
示

第
一
号

一

上

後
ろ
か

ら

四

一

技
師

五

技
師

西
部
海
区
漁

業
調
整
委
員

会
公
示

第
二
号

下



（ ）8青 森 県 報 第210号令和２年９月18日 金曜日

(発
行
所
・
発
行
人
）

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(印
刷
所
・
販
売
人
）

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

定
価

小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円

令
和
元
･
五･一〇

号
外
第
六
号

東
部
海
区
漁

業
調
整
委
員

会
公
示

第
一
号

一

上

後
ろ
か

ら

四

一

総
括
主
幹
専
門
員

二

総
括
主
幹
専
門
員

西
部
海
区
漁

業
調
整
委
員

会
公
示

下

令
和
二･
五･一五

号
外
第
五
八
号

東
部
海
区
漁

業
調
整
委
員

会
公
示

第
一
号

一

上

後
ろ
か

ら

三

一

主
任
専
門
員

五

主
任
専
門
員

西
部
海
区
漁

業
調
整
委
員

会
公
示

下

一
一


